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株主優待制度導入のお知らせ

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ（取締役社長 加藤 貞則、以下「当社」といいます。）

は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。

記

１．株主優待制度導入の目的

株主の皆さまの日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への魅力を高め、より多くの株主

の皆さまに少しでも多く、少しでも長く当社株式を保有していただくことを目的に株主優待制度を導

入いたします。

２．株主優待制度の内容

（１）基準日

2023年３月31日を初回基準日とし、以降、毎年３月31日を基準日とします（年１回）。

（２）対象となる株主さま

基準日（３月31日）現在の株主名簿に記録された500株（５単元）以上保有の株主さまのうち、

継続して１年以上保有（※）している株主さま。

（※）「継続して１年以上保有」とは、基準日（３月31日）の株主名簿に記録され、毎年３月31日、

６月30日、９月30日、および12月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続して５回以

上記録されている株主さまといたします。

（注）初回の株主優待（基準日2023年３月31日）における優待対象の判定について：

2022年10月３日に中国銀行からちゅうぎんフィナンシャルグループへ株式移転するに際して、株主

さまの株主番号は変更となりますが、この株式移転を事由とする変更前および変更後の株主番号は

同一とみなします。

（３）ご優待内容   

以下の３コースより、いずれか一つをお選びいただけます。

① 岡山県特産品コース

カタログに掲載された特産品からお好みの商品をお選びいただけます。

保有株数 500 株以上5,000 株未満 5,000 株以上

優待商品 5,000 円相当 10,000 円相当

② 寄付金コース

ご賛同をいただいた株主さまからの寄付金を、当社がまとめて社会貢献活動団体へ寄付します。  

保有株数 500 株以上5,000 株未満 5,000 株以上

寄付金額 5,000 円 10,000 円

（注）領収証の発行は、いたしかねます。



➂ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス共同企画特産品コース

ＴＳＵＢＡＳＡアライアンスのうち当企画に参加する銀行の地元特産品等を掲載したカタログか

ら、お好みの商品をお選びいただくコースをご用意する予定です。（詳細につきましては、改めて、

ホームページ等でご案内いたします。）

※ ＴＳＵＢＡＳＡアライアンスについて

地域の持続的な成長や金融システムの高度化、参加行グループの企業価値の増大などに寄与する施策の立

案・推進を目的とした枠組みで、現在、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋

銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行の１０行が参加しています。参加行は、フィンテック

や、顧客の相互紹介、シンジケートローンの共同組成など、幅広い分野で連携しています。

３．その他

上記の株主優待制度の内容は、現時点で予定している内容であり、今後見直しとなる可能性があり

ます。詳細につきましては、改めて、ホームページ等でご案内いたします。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

経営企画部広報センター TEL：086-223-3110


